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窓　口 所在地 電話番号

鶴見区鶴見中央3-20-1
神奈川区広台太田町3-8
西区中央1-5-10
中区日本大通35
南区浦舟町2-33
港南区港南4-2-10
保土ケ谷区川辺町2-9
旭区鶴ケ峰1-4-12
磯子区磯子3-5-1

510－1842
411－7141
320－8442
224－8337
341－1191
847－8444
334－6361
954－6166
750－2451

鶴 見 区
神 奈 川 区
西 区
中 区
南 区
港 南 区
保土ケ谷区
旭 区
磯 子 区

窓　口 所在地 電話番号

金沢区泥亀2-9-1
港北区大豆戸町26-1
緑区寺山町118
青葉区市ケ尾町31-4
都筑区茅ケ崎中央32-1
戸塚区戸塚町16-17
栄区桂町303-19
泉区和泉中央北5-1-1
瀬谷区二ツ橋町190

788－7871
540－2370
930－2365
978－2463
948－2356
866－8474
894－6967
800－2451
367－5751

金 沢 区
港 北 区
緑 区
青 葉 区
都 筑 区
戸 塚 区
栄 区
泉 区
瀬 谷 区

　横浜市内で平成25～29年に発生したカンピ
ロバクター食中毒で、原因施設が特定された施
設の9割以上が焼き鳥店等、鶏肉を提供してい
る飲食店でした。
　横浜市外で行われた屋外イベントで表面だ
けが加熱された鶏肉の寿司を提供し、500名を
超える患者が発生した食中毒事件がありまし
た。食中毒を起こさないために、鶏肉を取り扱
う事業者は、中心部までの加熱が必要なことを
十分に認識する必要があります。

　鶏肉など肉類に付いていて、
少量の菌でも下痢等を発症する
ことがあります
【カンピロバクター食中毒の主な原因食品】
　鶏刺し、とりわさ、鶏たたき
　加熱不十分な焼鳥
【症状】
　喫食後、１～７日（平均２～３日）に
　下痢、腹痛、発熱等を発症
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